
定額減税補足給付金（不足額給付）
　令和６年分所得税および定額減税後の実績額などが確定したのちに、定
額減税並びに令和６年度に実施した定額減税補足給付金（当初調整給付）の
金額に不足がある場合、追加で給付を行います。
◆支給対象者
　令和７年度個人住民税が徳島市で決定される人（令和７年１月１日時点で徳
島市に住民票登録があるなど）で不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱのいずれかに該
当する人。※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外。

 不足額給付Ⅰ�

　当初調整給付の算定に際し、令和５年所得等を基にした推計額（令和６
年分推計所得額）を用いて算定したことなどにより、令和６年分所得税お
よび定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初
調整給付額との間に差額が生じた人。
◆支給対象となる人の例
・令和５年の所得と比べ、令和６年の所得が減少し、「令和６年分推計所
得税額（令和５年所得）」よりも「令和６年分所得税額（令和６年所得）」が
少なくなった人
・子どもの出生など、扶養親族などが令和６年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額（当初給付時）」よりも「所得税分定額減税可能
額（不足額給付時）」が多くなった人
◆支給額
　「本来給付すべき額（A）」と「令和６年度に実施した当初調整給付額（B）」
との「差額(C)」（１万円単位で切り上げ）。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額（A）が当初調整給付額（B）を下
回った場合にあたっては、余剰金の返還は必要ありません。
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所得税分
定額減税しきれない額
（R６推計値）

個人住民税所得割分
定額減税しきれない額

（R６実績）
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給付不足額

◆不足額給付の申請期限
　８月12日㈫～ 10月17日㈮（当日消印有効）
◆支給手続き
①当事業において徳島市が支給要件・口座情報を把握している人
　８月初旬頃より徳島市から「徳島市定額減税補足給付金（不足額給付）
支給のお知らせ」を順次送付します。原則として手続きは不要です。※お
知らせに記載されている口座に後日入金予定です。
②当事業において支給金額、支給要件は把握しているが口座情報などを徳
島市が把握できていない人、口座情報が本人と別名義の人など
　８月中旬頃より「申請書」を順次送付します。必要事項を記入し、記載
されている期日までにご返送ください。
③申請が必要な人
　令和６年１月２日以降に徳島市に転入され、令和７年度個人住民税が徳
島市で決定される人。※令和７年１月１日時点で徳島市に住民票登録があ
るなどの場合。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

 不足額給付Ⅱ�

　本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け
給付（※）の世帯の世帯主・世帯にも該当しなかった人。
※低所得者向け給付について�
（１）令和５年度非課税世帯への給付（７万円）�
（２）令和５年度均等割のみ課税世帯への給付（10万円）�
（３）�令和６年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯

への給付（10万円）
◆支給対象となる人の例（上記要件を満たした人のうち）
・青色事業専従者、事業専従者（白色）の人
・合計所得金額48万円を超える人
◆支給額
　原則４万円（定額）を給付します。※令和６年１月１日時点で国外居住者
の場合は３万円。
◆不足額給付Ⅱの申請期限
　10月17日㈮（当日消印有効）まで
◆支給手続き
　申請する人から手続きを行っていただく必要があります。申請に必要な書
類については、徳島市ホームページに掲載していますのでご確認ください。

◇　◇　◇　◇　◇

　申請書類については、徳島市ホームページからダウンロードしていただ
くか、徳島市定額減税補足給付金（不足額給付）相談窓口（市役所１階国際
親善コーナー※７月22日㈫までは市役所南館１階ATMコーナー横会議
室）でも配付しています。
　詳しくは、市ホームページをご確認いただくかお問い合わせ
ください。
［問い合わせ先］徳島市定額減税補足給付金（不足額給付）コールセンター
（(622－1711）　月～金（祝日除く）9：00～ 17：00

「戦後80年」戦争の記憶を次世代へ
　令和７年は、先の大戦が終わってから80年という節目の年に当たりま
す。この戦争により、多くの尊い命が犠牲となり、徳島市においても昭和
20年７月４日未明の大空襲により、死者約1,000人、負傷者約2,000人、
被災者約70,000人の被害を受け、旧徳島市内の約６割は焼失しました。
　私達は戦争の悲惨さ、平和の尊さを次の世代に伝え、二度とこうした戦
争を起こしてはいけないという決意を新たにしなければなりません。
　徳島市では、平和の大切さについて考えていただくため、パネル・資料
展示会およびお話し会・出前授業を開催します。
◆パネル・資料展示会「徳島大空襲と平和への願い」

［開催時期］７月23日㈬～８月15日㈮
［開催場所］はこらいふ図書館６階ギャラリー
［問い合わせ先］総務課（(621－5016　 654－2116）
◆子ども向け講座「徳島大空襲の経験－平和への願いをこめて－」
　徳島大空襲を実際に経験した橋本保子さんをお招きしてお話を伺い、徳
島県立博物館学芸員による出前授業も実施します。

［開催日時］８月10日㈰14：00 ～ 15：00

［開催場所］はこらいふ図書館５階おはなしのへや
［対象］小学校高学年と保護者　［定員］40人※要申し込み。
［講師］橋本保子さん（語り部）、小林篤正さん（徳島県立博物館学芸員）
［申し込み方法］電話または直接、はこらいふ図書館へ
［問い合わせ先］はこらいふ図書館（(654－4421　 654－
4423）

◆ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター展
　広島市・長崎市が共同で作成した、原爆被害に関するポスター展示
や映像資料の放映などにより「あの日何があったのか」「復興に向け
た取り組み」などを紹介することで「戦争の悲惨さ」「平和の尊さ・
命の大切さ」を考える機会としていただくため開催します。

［開催時期］７月26日㈯～８月24日㈰平日９：00 ～ 16：30、土・日・
祝日10：00 ～ 16：30

［開催場所］徳島県戦没者記念館 あしたへ（雑賀町東開）
［問い合わせ先］徳島県戦没者記念館 あしたへ（(636－3212　

636－3213）
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徳島市は、個人情報の取り扱いについては「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正な管理に努めています。 


